
平成™™年�月™日 水曜日 第œš™›号官 報
二
十
四

57.2
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

取
扱
手
数
料
は
、
国
際
予
備
審
査
機
関
が
定
め
る
一
の
通
貨
又
は
二
以
上
の
通
貨
（
以
下
こ
の
57.2
に
お
い
て

「
所
定
の
通
貨
」
と
い
う
。）の
う
ち
の
一
の
通
貨
で
支
払
う
。

二
十
五

57.2
è
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

è

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、
国
際
予
備
審
査
機
関
は
、
取
扱
手
数
料
を
ス
イ
ス
・

フ
ラ
ン
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

二
十
六

57.2
é
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

é

所
定
の
通
貨
が
、
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
以
外
の
通
貨
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
ü
又
は
@

に
規
定
す
る

と
お
り
と
す
る
。

ü

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
務
局
長

は
、
取
扱
手
数
料
の
支
払
の
た
め
の
通
貨
と
し
て
所
定
の
通
貨
を
定
め
て
い
る
各
国
際
予
備
審
査
機
関
ご
と

に
、
総
会
が
定
め
た
指
針
に
よ
り
、
所
定
の
通
貨
に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
決
定
す
る
。
国
際
予
備

審
査
機
関
は
、
所
定
の
通
貨
に
よ
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

@

所
定
の
通
貨
が
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
国
際
予
備

審
査
機
関
は
、
取
扱
手
数
料
を
所
定
の
通
貨
か
ら
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
交
換
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
し
、

手
数
料
表
に
掲
げ
る
額
の
当
該
手
数
料
を
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す
る
。

ま
た
、
国
際
予
備
審
査
機
関
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
当
該
国
際
予
備
審
査
機
関
は
、
取
扱
手
数
料
を
所
定

の
通
貨
か
ら
ユ
ー
ロ
又
は
合
衆
国
ド
ル
に
交
換
し
、
ü
に
規
定
す
る
総
会
が
定
め
た
指
針
に
よ
り
事
務
局
長

が
決
定
す
る
当
該
手
数
料
の
換
算
額
を
ユ
ー
ロ
又
は
合
衆
国
ド
ル
に
よ
り
国
際
事
務
局
に
速
や
か
に
移
転
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
七

57.2
ê
を
削
る
。

二
十
八

57.6
を
57.4
と
す
る
。

二
十
九

66.8
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

ç
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
出
願
人
は
、
明
細
書
又
は
図
面
を
補
正
す
る
場
合
に
は
、
補

正
の
た
め
、
先
に
提
出
し
た
用
紙
と
異
な
る
国
際
出
願
の
す
べ
て
の
用
紙
に
つ
い
て
差
替
え
用
紙
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
替
え
用
紙
に
は
、
差
し
替
え
ら
れ
る
用
紙
と
差
替
え
用
紙
と
の
相
違
に
つ
い
て
注
意
を

喚
起
す
る
書
簡
を
添
付
す
る
。
当
該
書
簡
に
お
い
て
は
、
出
願
時
に
お
け
る
国
際
出
願
中
の
補
正
の
根
拠
を
表

示
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
補
正
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三
十

70.2
è
の
次
に

(ｃの２)
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(ｃの２)

請
求
の
範
囲
、
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
の
補
正
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
出
願
時
に
お
け
る
国

際
出
願
中
の
補
正
の
根
拠
を
表
示
す
る
書
簡
で
あ
つ
て
、
66.8
è
の
規
定
に
よ
つ
て
適
用
す
る
46.5
ç
A

の
規
定
又

は
66.8
æ
の
規
定
に
基
づ
き
要
求
さ
れ
る
も
の
が
差
替
え
用
紙
に
添
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
報
告
は
、
そ
の

補
正
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
報
告
に
は
、
そ
の

旨
を
表
示
す
る
。

三
十
一

96.1
中
「
第
十
五
規
則
」
の
下
に
「

、
45の2.2
」
を
加
え
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号

モ
ル
ド
バ
共
和
国
政
府
は
、
平
成
九
年
九
月
五
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
採
択
さ
れ
た
「
使
用
済
燃
料
管
理
及
び
放
射
性
廃

棄
物
管
理
の
安
全
に
関
す
る
条
約
」
の
加
入
書
を
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
に
国
際
原
子
力
機
関
事
務
局
長
に
寄

託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日
に
モ
ル
ド
バ
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
。

（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
国
際
原
子
力
機
関
事
務
局
長
書
簡
）

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日

外
務
大
臣

岡
田

克
也

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
四
十
五
号

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日

付
け
を
も
っ
て
次
の
農
薬
を
登
録
し
、
同
法
第
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

登
録
番
号

農
薬
の
種
類

農
薬
の
名
称

製
造
者
又
は
輸
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

2
2
6
8
2
グ
ル
ホ
シ
ネ
ー
ト
・
メ
ト

リ
ブ
ジ
ン
・
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｕ
粉

粒
剤

草
退
治
ス
ピ
ー
ド
微
粒
剤
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
１
番
７
号

住
友
化
学
園
芸
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社

長
宮
本
一
光

2
2
6
8
3
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
乳
剤

グ
リ
ー
ン
カ
ル
ホ
ス
乳
剤
東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
４
番
１
号
保
土

谷
化
学
工
業
株
式
会
社
取
締
役
社
長
喜
多

野
利
和

2
2
6
8
4
展
着
剤

一
農
サ
ー
フ
ァ
ク
タ
ン
ト

３
０

沖
縄
県
沖
縄
市
海
邦
町
３
番
1
1
第
一
農
薬
株

式
会
社
代
表
取
締
役
下
地
隆
弘

2
2
6
8
5
展
着
剤

サ
ン
ケ
イ
サ
ー
フ
ァ
ク
タ

ン
ト
３
０

沖
縄
県
豊
見
城
市
字
高
安

5
8
6番
地

琉
球
産

経
株
式
会
社
取
締
役
社
長
新
垣
勲

2
2
6
8
6
Ｄ
Ｅ
Ｐ
乳
剤

ホ
ク
サ
ン
デ
ィ
プ
テ
レ
ッ

ク
ス
乳
剤

札
幌
市
中
央
区
大
通
西
八
丁
目
１
番
地
北
海

三
共
株
式
会
社
取
締
役
社
長
津
田
憲
一
郎

2
2
6
8
7
チ
ウ
ラ
ム
水
和
剤

ホ
ク
サ
ン
チ
ウ
ラ
ム
８
０
〃

2
2
6
8
8
Ｉ
Ｐ
Ｃ
乳
剤

ホ
ク
サ
ン
ク
ロ
ロ
Ｉ
Ｐ
Ｃ

乳
剤

〃

2
2
6
8
9
Ｎ
Ａ
Ｃ
水
和
剤

ホ
ク
サ
ン
デ
ナ
ポ
ン
水
和

剤
５
０

〃

2
2
6
9
0
Ｍ
Ｄ
Ｂ
Ａ
液
剤

ホ
ク
サ
ン
バ
ン
ベ
ル
`
Ｄ

液
剤

〃

2
2
6
9
1
Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
液
剤

ホ
ク
サ
ン
Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
液
剤
〃

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
四
十
六
号

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

付
け
を
も
っ
て
次
の
農
薬
を
登
録
し
、
同
法
第
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

登
録
番
号

農
薬
の
種
類

農
薬
の
名
称

製
造
者
又
は
輸
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

2
2
6
9
2
メ
ソ
ト
リ
オ
ン
水
和
剤

カ
リ
ス
ト

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
８
番
1
0号

シ
ン

ジ
ェ
ン
タ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長
村
田
興
文

2
2
6
9
3
ピ
リ
フ
タ
リ
ド
・
プ
レ
チ

ラ
ク
ロ
ー
ル
・
ベ
ン
ス
ル

フ
ロ
ン
メ
チ
ル
・
メ
ソ
ト

リ
オ
ン
粒
剤

ア
ピ
ロ
ト
ッ
プ
Ｍ
Ｘ
１
キ

ロ
粒
剤
７
５

〃

2
2
6
9
4
プ
レ
チ
ラ
ク
ロ
ー
ル
・
メ

ソ
ト
リ
オ
ン
粒
剤

マ
キ
シ
ー
Ｍ
Ｘ
１
キ
ロ
粒

剤
〃

2
2
6
9
5
ピ
リ
フ
タ
リ
ド
・
プ
レ
チ

ラ
ク
ロ
ー
ル
・
ベ
ン
ス
ル

フ
ロ
ン
メ
チ
ル
・
メ
ソ
ト

リ
オ
ン
粒
剤

ア
ピ
ロ
ト
ッ
プ
Ｍ
Ｘ
１
キ

ロ
粒
剤
５
１

〃
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